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令和３年度滋賀県食品衛生監視指導計画に基づく実施結果 
 

 滋賀県では、食品の安全性確保を図るため、食品衛生法第 24 条第１項の規定により、食品衛生

監視指導計画を定め、食品関係営業施設への立入検査や食品等の試験検査等を行っています。 

 このたび、令和３年度の計画に基づく監視指導等の実施状況をとりまとめましたので公表します。 

 

１ 食品営業施設への立入検査実施状況 

（１）監視対象施設数および監視指導実施件数 （表１、表２） 

 令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの 1 年間に、保健所、食肉衛生検査所および食品

安全監視センターが食品等の製造・販売等を行う施設に対して監視指導を実施した結果は表１のとお

りです。 

 許可を必要とする食品関係営業施設（以下「食品関係許可施設」という。）17,980 施設および届出を

必要とする食品関係営業施設（以下「食品関係届出施設」という。）3,218施設に対して、業態または施

設ごとに、取り扱う食品の特殊性、流通の広域性、危害発生の可能性などを考慮して、年間の立入回

数を設定しました。令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症の発生状況を考慮しつつ監視指導を実

施し、県が定めた計画件数 10,522 件に対して 6,360 件の立入検査を行いました。 

 これらの立入検査において、改善等の指導を 1,190 件、営業停止処分や始末書徴収等の行政措置

を 20 件行いました。 

 また、平成 30 年に公布された「食品衛生法の一部を改正する法律」による新たな営業許可制度およ

び営業届出制度が令和 3 年 6 月 1 日から開始したことから、食品関係許可施設については、計画件

数は旧食品衛生法に基づく許可施設について設定し、実施件数は旧食品衛生法に基づく許可施設

と改正食品衛生法に基づく許可施設に区分して集計しています。また、食品関係届出施設について

は、計画件数は改正前の滋賀県食品衛生法等施行細則に基づく業務開始報告書による届出施設に

ついて設定し、実施件数は新たな営業届出制度に基づき集計しています。 

 

（２）重点的に実施した監視等実施状況 （再掲） 

ア 食品、添加物等の夏期一斉監視 （表３） 

 令和 3 年 7 月 1 日から 7 月 30 日にかけて、夏期における食中毒の発生防止および食品衛生の

向上を図るため、食品関係許可施設および食品関係届出施設に対して監視指導を実施しました。

監視指導施設数は延べ 838 施設であり、改善等の指導を 120 件行いました。 

 

イ 食品、添加物等の年末一斉監視 （表４） 

 令和 3 年 12 月 1 日から 12 月 28 日にかけて、年末における食中毒の発生防止および食品衛生

の向上を図るため、食品関係許可施設および食品関係届出施設に対して監視指導を実施しまし

た。監視指導施設数は延べ 1,084 施設であり、改善等の指導を 162 件行いました。 

 

ウ カンピロバクター等食中毒予防対策 （表５） 

 令和 3 年 6 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日にかけて、飲食店（焼肉・焼き鳥料理店等の肉料理を

提供する施設）等延べ57施設（うち生食用の食鳥肉の提供施設延べ 13 施設含む。）ならびに認定

小規模食鳥処理場および併設食品営業施設延べ 26 施設に対し、生食メニューの提供自粛、十分

な加熱調理の徹底、加熱用表示の徹底、二次汚染の防止および生食用食肉の規格基準の遵守

等について監視指導を実施し、改善等の指導を 31 件行いました。 

改善等の指導を行った施設のうち、加熱用の食鳥肉を生食として提供していた施設に対しては、

提供自粛を指導しました。また、生食用の食鳥肉を生食として提供していた施設に対しては、提供

自粛を指導するとともに、納入元からの検査成績書の入手または自主検査の実施により、カンピロ

バクター陰性を確認するよう指導しました。 
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（表１）監視対象施設数および監視指導実施件数 

業  種 
監視対象 
施設数 

監視指導 
実施件数 

指導件数 
行政措置 

件数 

食
品
関
係
許
可
施
設
（
旧
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

飲食店営業 8,254 2,024 652 6 

菓子製造業 1,817 578 127 2 

乳処理業 13 16 6 0 

乳製品製造業 31 29 5 0 

魚介類販売業 1,049 273 44 1 

魚介類せり売り営業 0 2 0 0 

魚肉練り製品製造業 6 7 2 0 

食品の冷凍・冷蔵業 49 43 7 0 

缶詰・瓶詰食品製造業 13 10 2 0 

喫茶店営業 1,743 41 3 0 

あん類製造業 7 ６ 0 0 

アイスクリーム類製造業 218 96 13 2 

食肉処理業 28 248 9 0 

食肉販売業 1,246 383 53 2 

食肉製品製造業 28 16 4 0 

乳酸菌飲料製造業 2 3 0 0 

食用油脂製造業 3 2 1 0 

みそ製造業 100 38 12 0 

醤油製造業 30 11 5 0 

ソース類製造業 45 23 2 0 

酒類製造業 49 16 6 0 

豆腐製造業 33 11 4 0 

納豆製造業 4 0 0 0 

めん類製造業 77 38 9 1 

そうざい製造業 614 261 53 0 

添加物製造業 28 12 1 0 

清涼飲料水製造業 46 25 4 0 

小  計 15,533 4,212 1,024 14 

業  種 
監視対象 
施設数 

監視指導 
実施件数 

指導件数 
行政措置

件数 

食
品
関
係
許
可
施
設
（
改
正
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

飲食店営業 1,630 808 119 2 

調理の機能を有する自動販売機 28 3 0 0 

食肉販売業 92 44 5 0 

魚介類販売業 69 22 2 0 

魚介類競り売り業 1 0 0 0 

乳処理業 2 0 0 0 

食肉処理業 9 27 1 0 

菓子製造業 288 153 13 0 

アイスクリーム類製造業 6 2 0 0 

乳製品製造業 4 3 0 0 

清涼飲料水製造業 12 11 2 0 

食肉製品製造業 3 0 0 0 

水産製品製造業 20 14 2 0 

液卵製造業 1 2 0 0 

食用油脂製造業 2 0 0 0 

みそ又はしょうゆ製造業 29 11 0 0 

酒類製造業 17 6 1 0 

豆腐製造業 6 0 0 0 

麺類製造業 16 9 2 0 
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そうざい製造業 147 110 7 1 

複合型そうざい製造業 1 2 0 0 

冷凍食品ﾞ製造業 10 13 0 0 

複合型冷凍食品製造業 1 2 0 0 

漬物製造業 23 34 4 0 

密封包装食品製造業 23 24 0 3 

食品の小分け業 3 4 0 0 

添加物製造業 4 0 0 0 

小  計 2,447 1,304 158 6 

小計（食品関係許可施設） 17,980 
5,516 

（目標 7,645）
1,182 20 

業  種 
監視対象 
施設数 

監視指導 
実施件数 

指導件数 
行政措置

件数 

食 
品 
関 
係 
届 
出 
施 
設 

魚介類販売業（包装済みの魚介類のみの販

売） 
87 50 0 0 

食肉販売業（包装済みの食肉のみの販売） 115 59 1 0 

乳類販売業 1,092 148 3 0 

氷雪販売業 8 0 0 0 

コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 233 0 0 0 

弁当販売業 18 39 0 0 

野菜果物販売業 53 72 0 0 

米穀類販売業 49 1 0 0 

通信販売・訪問販売による販売業 10 1 0 0 

コンビニエンスストア 165 52 0 0 

百貨店、総合スーパー 204 164 0 0 

自動販売機による販売業（コップ式自動販

売機（自動洗浄・屋内設置）を除く） 
270 0 0 0 

その他の食料・飲料販売業 397 208 0 0 

添加物製造・加工業（法第 13 条第 1 項の

規定により規格が定められた添加物の製造

を除く。） 

3 0 0 0 

いわゆる健康食品の製造・加工業 10 1 1 0 

コーヒー製造・加工業（飲料の製造を除く。） 20 0 0 0 

農産保存食料品製造・加工業 58 1 1 0 

調味料製造・加工業 17 2 0 0 

精穀・製粉業 18 1 0 0 

製茶業 20 0 0 0 

卵選別包装業 6 1 0 0 

その他の食料品製造・加工業 79 27 2 0 

行商 9 0 0 0 

集団給食施設 148 17 0 0 

器具、容器包装の製造・加工業（合成樹脂

が使用された器具又は容器包装の製造、加

工に限る。） 

96 0 0 0 

露店、仮設店舗等における飲食の提供のう

ち、営業とみなされないもの 
6 0 0 0 

その他 27 0 0 0 

小  計 3,218 
844 

（目標 2,877）
8 0 

合  計 21,198 
6,360 

（目標 10,522）
1,190 20 

     ＊ 令和 4 年 3 月末現在   
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（表２）監視対象施設および監視指導実施件数 

 

※１ カンピロバクター等食中毒予防対策で監視指導を実施した施設 

※２ 食品、添加物等の夏期一斉監視および年末一斉監視で監視指導を実施した施設 

 

 

立入 

回数 
対象施設 監視指導計画件数 監視指導実施件数 

年 ３ 回

以上 

給食弁当製造施設（同一メニューを 1 回

300 食または 1 日 750 食以上調理・提供

する施設） 

120 

362 

85 

329 

と畜場および併設食肉処理場 242 244 

年 2 回

以上 

広域流通食品製造施設（製造の従事者数が

10 人以上の施設。ただし、HACCP に基

づく衛生管理を行う施設および食品容器包

装製造施設は除く。） 

132 

165 
（再掲を

除く） 

32 

42 
（再掲を

除く） 
認定小規模食鳥処理場および併設食品営業

施設（再掲※１） 
33 49 

認定小規模食鳥処理場および併設食品営業

施設（その他） 
33 10 

年 1 回 

以上 

広域流通食品製造施設（製造の従事者数が

10 人未満の施設。ただし、HACCP に基

づく衛生管理を行う施設および食品容器包

装製造施設は除く。） 

316 

8,550 
（再掲を

除く） 

211 

5,092 
（再掲を

除く） 

大規模食品販売店（再掲※２） 1,535 154 

大規模食品販売店（その他） 355 14 

新規営業施設・許可更新対象施設 3,876 3,296 

食中毒原因施設（前年度に食中毒の原因と

なった施設） 
9 2 

違反食品原因施設（前年度に不良食品等の

原因となった施設） 
19 0 

一斉監視の対象施設 3,975 1,569 

必要に 

応じ実施 

HACCP に基づく衛生管理を行う施設（1

～3 年毎に 1 回以上） 
202 

1,445 

210 

897 器具・容器包装の製造施設 6 0 

上記以外の食品営業施設 1,237 687 

合  計（再掲を除く） 10,522 10,522 6,360 6,360 
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（表３） 食品、添加物等の夏期一斉監視実施結果 

業  種 
監視指導 
延施設数 

違反件数 

指導件数 施設基準 
違反 

管理運営 
基準違反 

表示基準
違反 

その他 

食
品
関
係
許
可
施
設
（
旧
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

飲食店営業 352 23 15 0 58 89 

菓子製造業 102 1 1 1 1 ４ 

乳処理業 1 0 1 0 0 1 

乳製品製造業 2 0 1 0 0 1 

魚介類販売業 74 1 0 0 1 2 

魚介類せり売り営業 1 0 0 0 0 0 

食品の冷凍または冷蔵業 6 0 0 0 0 0 

喫茶店営業 9 0 0 0 1 1 

あん類製造業 2 0 0 0 0 0 

アイスクリーム類製造業 18 0 0 0 1 1 

食肉処理業 24 0 0 0 0 0 

食肉販売業 86 7 5 0 2 14 

食肉製品製造業 1 0 0 0 0 0 

みそ製造業 1 0 0 0 0 0 

酒類製造業 3 0 0 0 1 1 

めん類製造業 6 0 1 0 1 2 

そうざい製造業 48 1 1 0 0 2 

清涼飲料水製造業 1 0 0 0 0 0 

小  計 737 33 25 1 66 118 

業  種 
監視指導 
延施設数 

違反件数 

指導件数 施設基準 
違反 

管理運営 
基準違反 

表示基準 
違反 

その他 

食
品
関
係
許
可
施
設 

（
改
正
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

飲食店営業 68 2 0 0 0 2 

調理の機能を有する自動販売機 1 0 0 0 0 0 

食肉販売業 2 0 0 0 0 0 

魚介類販売業 2 0 0 0 0 0 

菓子製造業 11 0 0 0 0 0 

清涼飲料水製造業 1 0 0 0 0 0 

水産製品製造業 2 0 0 0 0 0 

そうざい製造業 10 0 0 0 0 0 

冷凍食品製造業 1 0 0 0 0 0 

漬物製造業 2 0 0 0 0 0 

密封包装食品製造業 1 0 0 0 0 0 

小  計 101 2 0 0 0 2 

合  計 838 35 25 1 66 120 

 

※ 同一施設において、複数項目の違反を発見し指導した場合も指導件数は「１件」と計上しておりますの

で、「違反件数」の合計数と「指導件数」は一致しない場合があります。 

※ 食品関係届出施設に対する監視指導の実施結果は集計していません。 
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（表４）食品、添加物等の年末一斉監視実施結果 

業  種 
監視指導 
延施設数 

違反件数 

指導件数 施設基準
違反 

管理運営
基準違反 

表示基準
違反 

その他 

食
品
関
係
許
可
施
設
（
旧
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

飲食店営業 401 81 13 0 7 95 

菓子製造業 118 11 2 0 1 14 

魚介類販売業 55 4 0 0 0 4 

魚肉ねり製品製造業 2 0 0 0 0 0 

食品の冷凍または冷蔵業 6 0 1 0 0 1 

かん詰またはびん詰食品製造業 2 0 1 0 0 1 

喫茶店営業 7 0 0 0 0 0 

あん類製造業 2 0 0 0 0 0 

アイスクリーム類製造業 20 2 0 0 0 2 

食肉処理業 23 0 1 0 0 1 

食肉販売業 70 7 1 0 0 8 

食肉製品製造業 2 0 2 0 0 2 

みそ製造業 5 1 1 0 0 2 

醤油製造業 3 2 0 0 0 2 

ソース類製造業 1 0 1 0 0 1 

酒類製造業 2 1 0 0 1 1 

豆腐製造業 1 1 0 0 0 1 

めん類製造業 5 0 0 0 0 0 

そうざい製造業 37 3 5 0 0 8 

清涼飲料水製造業 5 0 2 0 0 2 

小  計 767 113 30 0 9 145 

業  種 
監視指導 

延施設数 

違反件数 

指導件数 施設基準

違反 

管理運営

基準違反 

表示基準

違反 
その他 

 
 

 

食
品
関
係
許
可
施
設 

 
 

 

（
改
正
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

飲食店営業 65 4 2 0 1 7 

食肉販売業 5 1 0 0 0 1 

魚介類販売業 4 0 0 0 0 0 

食肉処理業 1 0 0 0 0 0 

菓子製造業 20 0 0 0 1 1 

乳製品製造業 2 0 0 0 0 0 

水産製品製造業 1 0 0 0 0 0 

みそ又はしょうゆ製造業 2 0 0 0 0 0 

酒類製造業 1 0 0 0 0 0 

麺類製造業 2 0 0 0 0 0 

そうざい製造業 19 0 1 0 0 1 

冷凍食品製造業 1 0 0 0 0 0 

漬物製造業 7 0 0 0 0 0 

密封包装食品製造業 3 0 0 0 0 0 

小  計 133 5 3 0 2 10 

小計（食品関係許可施設） 900 118 33 0 11 155 
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業  種 
監視指導 

延施設数 

違反件数 

指導件数 設備の 

不備 

食品の 

取扱不良 

表示基準

違反 
その他 

食 

品 

関 

係 

届 

出 

施 

設 

魚介類販売業 11 0 0 0 0 0 

食肉販売業 11 0 0 0 0 0 

乳類販売業 40 0 0 0 0 0 

弁当販売業 5 0 0 0 0 0 

野菜果物販売業 10 0 0 0 0 0 

米穀類販売業 7 0 0 0 0 0 

コンビニエンスストア 8 0 0 0 0 0 

百貨店・総合スーパー 30 0 0 0 0 0 

その他の食料・飲料販売業 61 0 0 19 1 7 

その他の食料品製造・加工業 1 0 0 0 0 0 

小  計 184 0 0 19 1 7 

合  計 1.084 118 33 19 12 162 

 

※ 同一施設において、複数項目の違反を発見し指導した場合も指導件数は「１件」と計上しておりますの

で、「違反件数」の合計数と「指導件数」は一致しない場合があります。 

 

 

（表５）カンピロバクター等食中毒予防対策実施結果 

 

対象施設 
監視指導 

延施設数 

指導票交付 

施設数 

文書指導 

施設数 

口頭指導 

施設数 

飲食店等 57 9 0 15 

認定小規模食鳥処理場 

・併設食品営業施設 
26 1 0 6 

合 計 83 10 0 21 
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２ 食品等の試験検査実施状況 

令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症の発生状況を考慮しつつ試験検査を実施し、総計画検体数

1,670 検体に対して、882 検体の検査を実施しました。 

そのうち、県民が特に不安に思っている食品について 250 検体を、監視指導や自主衛生管理の助言

等に必要な調査・研究について 120 検体を計画していましたが、試験検査を実施する衛生科学センタ

ーにおいて新型コロナウイルス感染症に係る検査を優先して実施したことから、前者は 223 検体の実施、

後者は実施を中止することとなりました。 

また、と畜場における衛生的な処理を検証するための微生物検査について、計画 400 検体に対して

662 検体について検査を実施しました。 

 

（１）食品衛生法等に基づく試験検査結果 

 県内で製造または販売される食品について、食中毒の発生防止、不良食品の流通防止を図るため、

食品衛生法等に基づく試験検査（理化学検査、食品添加物検査、微生物検査等）を 659 検体実施し、

違反食品の排除を行いました。 

 検査の結果、6 検体の違反を発見し、当該施設への立入検査、違反食品の流通防止等必要な指導

を行いました。 

 

ア.食品群別検査検体数 

 

食 品 群 

（加工品を含む） 

計画 

検体数 

実施 

検体数 

微生物 
検査 

食品 
添加物
検査 

残留農薬・ 
動物用医
薬品検査 

放射性 
物質検査 

その他 
検査 

違反 
検体数 

魚介類・加工品 103 47 30 12 0 0 5 0 

冷凍食品 16 10 8 0 0 0 2 0 

肉卵類・加工品 100 83 12 0 71 0 0 2 

乳・乳製品・ 

乳類加工品 
12 0 0 0 0 0 0 0 

アイ スク リー ム

類・氷菓 
24 12 6 0 0 0 6 2 

穀類・加工品（め

ん類を含む） 
36 7 2 1 0 0 4 0 

野菜果物・加工品

（漬物を含む） 
500 270 46 39 65 75 45 １ 

菓子類 116 66 25 0 0 0 41 0 

清涼飲料水 32 16 8 0 0 0 8 0 

弁当・そうざい 197 104 97 6 0 0 1 1 

その他の食品・ 

添加物 
22 24 19 0 0 0 5 0 

拭取り検査 60 20 20 0 0 0 0 0 

合 計 1,218 659 273 58 136 75 117 6 
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イ.違反発見状況 

 

食 品 検体数 検査結果 違反内容 措置内容 

低温調理食肉

製品 
2 腸管出血性大腸菌検出 

食品衛生法 

第６条第３号違反 
始末書徴収 

アイスミルク 2 
大腸菌群陽性（１検体） 

一般細菌数超過、大腸菌群陽性（１検体） 
規格基準違反 始末書徴収 

小かぶら 1 残留農薬基準値超過 規格基準違反 自主回収の指導 

しめじ佃煮 1 
表示のない保存料（パラオキシ安息香酸）

検出 

食品表示法 

第５条違反 
報告書徴収 

合 計 6    

 

ウ.重点的に実施した試験検査 （再掲） 

 

（ア）食品、添加物等の夏期一斉監視 

 令和 3 年 7 月 1 日から 7 月 30 日にかけて、食品関係営業施設等から食品を 40 検体収去し、検

査を実施しました。検査の結果、2 件で違反があったことから、必要な措置を講じました。 

食 品 群 
（加工品を含む） 

国産品 輸入品 

検査検体数 違反検体数 検査検体数 違反検体数 

食肉 20 0 0 0 

食肉製品・食肉加工品 12 2 0 0 

菓子類 8 0 0 0 

合 計 40 2 0 0 

 

（イ）食品、添加物等の年末一斉監視 

 令和 3 年 12 月 1 日から 12 月 28 日にかけて、食品関係営業施設等から食品を 59 検体収去し、

検査を実施しました。検査の結果、基準違反はありませんでした。 

食 品 群 
（加工品を含む）  

国産品 輸入品 

検査検体数 違反検体数 検査検体数 違反検体数 

魚介類加工品 14 0 0 0 

めん類 2 0 0 0 

菓子類 9 0 0 0 

漬物 10 0 0 0 

そうざい・そうざい半製品 12 0 0 0 

弁当 4 0 0 0 

冷凍食品 8 0 0 0 

合 計 59 0 0 0 

 

（ウ）食品中の放射性物質検査 

 県内で製造または流通している食品 75 検体を対象に、放射性物質（セシウム-134、セシウム

-137）の検査を実施しました。検査の結果、基準違反はありませんでした。 

分類 
検体数 

違反検体数 
滋賀県産 県外産 輸入 計 

加工食品（漬物） 10 0 0 10 0 

農産物 65 0 0 65 0 

合計 75 0 0 75 0 
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（エ）遺伝子組換え食品の検査 

 県内で流通している大豆加工品の原料大豆 5 検体について、、安全性審査済み遺伝子組換え

食品の混入の有無を検査した結果、それぞれ安全性審査済み遺伝子組換え食品の混入はありま

せんでした。 

検査食品 検体数 検査結果 検査内容 

原料大豆 

5 
（全て輸

入食品） 

陰性 

RRS（Roundup Ready 大豆）、RRS2

（Roundup Ready 大豆 2）、LLS（Liberty 

Link 大豆）（日本において食品として安全性

が確認されている除草剤耐性の遺伝子組換え

大豆）の混入の有無 

合 計 5    

 

（オ）アレルギー物質含有食品検査 

 県内製造食品 24 検体について、原材料として使用されていないアレルゲン（特定原材料由来タ

ンパク質）混入の有無の検査を実施しました。検査の結果、全ての検体で、原材料として使用され

ていないアレルゲンは検出されませんでした。 

食品 検体数 

「卵」 

混入検査 

「小麦」 

混入検査 

陽性 陰性 陽性 陰性 

加熱後摂取冷凍食品 

（凍結直前加熱） 
1 0 1 0 0 

加熱後摂取冷凍食品 

（凍結直前未加熱） 
1 0 1 0 0 

洋生菓子 3 0 0 0 3 

和生菓子 15 0 4 0 11 

油菓子・その他 1 0 1 0 ０ 

そうざい 1 0 1 0 0 

その他穀類加工品 2 0 0 0 2 

計 24 0 8 0 16 

 

（カ）畜産食品の残留動物用医薬品検査 

 安全な畜産食品の流通を図るため、県内で生産または流通している畜産食品計 71 検体（食鳥肉

5 検体および牛肉 66 検体）を対象に、動物用医薬品検査を実施しました。食品衛生法で定める基

準値を超えた畜産食品はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品 検体数 
検査結果 

検出 不検出 

食鳥肉 5 ０ 5 

牛

肉 

筋肉 22 0 22 

肝臓 22 0 22 

腎臓 22 0 22 

合 計 71 ０ 71 
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（キ）農産物等の残留農薬検査 

県内産農産物計 65 検体について残留農薬の検査を実施しました。検査の結果、7 検体から 13

の残留農薬が検出され、そのうち 1 検体は食品衛生法で定める基準値を超過していたことから、必

要な措置を講じました。 

種 類 検体数 
検査 

農薬数 

検出 

農薬数 

基準超過 

農薬数 

野

菜 

ばれいしよ 2 486 0 0 

さといも類（やつがしらを含む） 2 486 0 0 

かんしょ 2 486 0 0 

だいこん類(ラディッシュを含む)の根 3 729 0 0 

かぶ類の根 3 729 2 1 

はくさい 4 972 0 0 

キャベツ 5 1,215 0 0 

こまつな 1 243 3 0 

カリフラワー 1 243 0 0 

その他のあぶらな科野菜 1 243 0 0 

たまねぎ 1 256 0 0 

ねぎ（リーキを含む） 2 512 1 0 

にんじん 2 486 0 0 

トマト 1 243 2 0 

ピーマン 2 486 3 0 

なす 6 1,458 0 0 

その他のなす科野菜 3 729 0 0 

きゅうり（ガーキンを含む） 5 1,215 1 0 

かぼちゃ（スカッシュを含む） 12 2,916 0 0 

その他のうり科野菜 4 972 0 0 

おくら 1 243 1 0 

まこもだけ 1 243 0 0 

小計 64 15,591 13 1 

果

物 
かき 1 233 0 0 

合 計 65 15,824 13 1 

 

（２）広域流通食品の検査によるリスクコミュニケーション事業 

 

県民が特に不安を感じている食品や検査項目についてアンケート調査を実施し、その結果に基づ

いて食品を計 223 検体購入し、規格基準等に定める検査を実施した結果、すべて基準に適合してい

ました。検査の結果等はホームページに順次公表しました。 

 

○滋賀県食の安全情報ホームページ「身近な食品を検査しています！（令和 3 年度）」 

       http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/325599.html 

 

検査の内容 

食品添加物 

残留農薬 計 指定添加物 指定外添加物 

防かび剤 着色料 保存料 酸化防止剤 甘味料 着色料 

食品の種類 生鮮果実 漬物 
漬物・ 

そうざい 

冷凍食品・

菓子 
缶詰 漬物 

輸入 

農産物  

検査検体数 20 21 36 45 10 21 70 223 

検査結果 すべて基準に適合 
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３ 食中毒発生状況等 

（１）食中毒発生状況 

 令和 3 年度の食中毒事件は、発生件数 6 件、患者数 30 人でした。 

 

ア 原因施設別発生件数 

 原因施設は、飲食店営業が 4 件（67％）、魚介類販売業、家庭がそれぞれ 1 件（17％）でした。 

原因施設 事件数 患者数 

飲食店営業 4 27 

魚介類販売業 1 1 

家庭 1 2 

合  計 6 30 

 

イ 病因物質別発生件数  

 病因物質は、腸管出血性大腸菌によるものが 3 件、ノロウイルス、アニサキス、植物性自然毒によ

るものがそれぞれ 1 件でした。 

病因物質 事件数 患者数 備考（推定原因食品） 

腸管出血性大腸菌 3 10 不明 

ノロウイルス 1 17 不明 

アニサキス 1 1 生サバ（刺身） 

植物性自然毒 1 2 
スイセンを含むと思われる
もやし炒め 

合  計 6 30  

 

ウ 月別発生件数  

年間を通じて食中毒が発生しました。 

発生月 事件数 患者数 病因物質 

令和３年 

4 月 １ ２ 植物性自然毒 

6 月 3 9 
腸管出血性大腸菌、 

アニサキス 

7 月 1 2 腸管出血性大腸菌 

令和４年 3 月 1 17 ノロウイルス 

合 計 6 30  
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（２）食中毒の原因施設への措置状況 

 食中毒発生時には危害拡大防止のため、原因施設に対して食品衛生法に基づく営業停止等の処

分を行うとともに、疫学調査や試験検査等による発生原因の究明を行い、営業者等に対して再発防止

のための衛生指導（食品の衛生的取扱い、従事者の健康管理等）や調理従事者に対する衛生教育

を実施しました。 

 

（３）食中毒予防対策の実施状況 

 食中毒の発生防止を図るため、次の食中毒予防啓発を行いました。 

 

○食中毒注意報の発令（7 月～9 月） 発令 1 回 

○ノロウイルス食中毒注意報の発令（11 月～3 月） 発令 4 回 

○食品衛生月間の実施（8 月） 街頭啓発 7 か所、講習会 8 回 

                                 パネル・ポスター展示：8 か所 

○食中毒予防講習会（通年） 事業者等対象 26 回 

○食中毒予防に関する情報提供 ホームページ「食の安全」 

 携帯メールマガジン「食の安全プチ通信」 
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４ 食品等事業者の自主的な衛生管理 

（１）食品等事業者による自主衛生管理の推進 

 保健所の食品衛生監視員と一般社団法人滋賀県食品衛生協会に所属する食品衛生推進員が

連携して、地域の食品営業者等への巡回指導活動を推進し、助言指導を行いました。 

○巡回指導施設数：11,467 施設  ○延べ動員数：970 人 

 

（２）HACCP に基づく衛生管理の支援・指導 

ア 滋賀県食品高度衛生管理認証（セーフードしが）の推進 

 平成 27 年 4 月より HACCP の普及促進を目的として推進してきました「滋賀県食品高度衛生管

理認証」は、改正食品衛生法に基づく HACCP に沿った衛生管理の制度化により役割を終えたこと

から廃止し、新規の認証および認証の更新は令和 2 年 5 月 31 日をもって終了しました。令和 4 年

3 月末時点で 85 施設が認証を受けています。 

業種 
認証件数 

（令和 4 年 3 月末時点） 
業種 

認証件数 
（令和 4 年 3 月末時点） 

飲食店営業 8 清涼飲料水製造業 9 

菓子製造業 13 みそ製造業 1 

あん類製造業 1 ソース類製造業 1 

乳処理業 5 豆腐製造業 3 

乳製品製造業 3 めん類製造業 5 

食肉処理業 1 そうざい製造業 4 

食肉販売業 2 添加物製造業 3 

食肉製品製造業 2 漬物製造業 6 

魚肉ねり製品製造業 1 食品製造業 13 

食品の冷凍または 

冷蔵業 
3 食品容器等製造業 1 

  計 85 

 

イ 滋賀県 HACCP 適合証明制度に基づく状況確認 

 事業者における衛生管理の取り組み水準の確保および衛生管理向上の動機づけのため、令和

2 年 6 月 1 日に「滋賀県 HACCP 適合証明制度」を創設し、事業者からの求めに応じて、HACCP

に基づく衛生管理に係る基準への適合を証明しています。令和 3 年度は 8 施設に証明書を交付し

ました。 
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５ 情報提供および意見交換の実施状況 

（１）消費者および食品等事業者との意見交換会（リスクコミュニケーション）の開催 

開催主体 ： 各保健所、食肉衛生検査所および食の安全推進室 

開催回数 ： 3 回 

参加者数 ： 延べ 122 人（消費者、食品関係事業者、行政） 

 

（２）食品安全情報の提供 

ア ホームページによる情報提供 

 食の安全に関する情報（食中毒および自主回収等の情報）をホームページ「食の安全情報」によ

り速やかに、わかりやすく提供しました。 

（http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/16737.html） 

 

イ しらせる滋賀情報サービス（通称『しらしが』）を利用した携帯メールマガジンの発信 

 滋賀県の食中毒、食中毒注意報、食品衛生に関する情報などを登録者に対して発信しました。

（発信回数： 19 回） 

 

ウ 食品安全監視センター通信（通称『ぷちリス』）の発信 

 食品等事業者に対し、食品衛生に関する情報等を発信しました。（発信： 4 回） 

 

 

６ 食品衛生に係る人材の育成および資質向上 

（１）食品営業関係者に対する講習会等の開催 

ア 食品営業関係者に対する講習会 

 食品衛生の向上を目的として、食品等事業者を対象とした講習会を開催しました。（食中毒予

防講習会、食品営業許可継続講習会、食品表示講習会 他） 

 開催回数： 44 回     受講者数： 延べ 1,231 人 

 

イ 食品衛生責任者資格認定講習会の指定 

 食品等事業者による自主衛生管理が適切に実施されるように、（一社）滋賀県食品衛生協会が

開催する食品衛生責任者資格認定講習会を知事が指定しました。（開催実績：集合型 3 回およ

び e-ラーニング） 

 

（２）食品衛生監視員等の研修会等への参加 

 食品衛生監視員等の資質向上を図るための研修会を開催したほか、国等が主催する各種研修会に

参加しました。 

（食品衛生監視員研修会、近畿食品衛生監視員研修会、全国食品衛生監視員研修会 他） 

 

 




